学校インターネット施設設備・推進連絡会（準備会）

日時　平成11年6月4日（金）14:00～

場所　バンザイ芝ビル4階会議室

議事次第

１　開会

２　参加者紹介

３　議事

（1） 連絡会要綱の確認

（2） 幹事等の選出

（3） ネットワーク運用体制について

（4） IPアドレスの指定

（5） 全体スケジュール

（6） その他

４　閉会

＜配布資料＞

資料1　学校インターネット施設整備・推進連絡会要綱（案）

資料2　学校インターネット受注リスト

資料3　ネットワーク運用体制について（案）

資料４　プライベートIPアドレス割り当て

資料５　全体工程スケジュール（案）
　資料１　
学校インターネット施設設備・推進連絡会要綱（案）

１　目　的　
　政府の平成10年度第三時補正予算による「学校における複合アクセス網活用型インターネットに関する研究開発」及び「先進的教育ネットワークモデル地域事業」を円滑かつ適切な実施を確保するため，通信・放送機構が整備する施設，機材，通信回線，ソフトウェア等が相互に安定的に稼動するように設計，施工及び調整並びに障害等の切り分け等を行うための各受注者間の情報交換の場を提供することを目的として，本連絡会を開催する。

２　名　称　
　本連絡会は，「学校インターネット施設整備・推進連絡会」（以下「連絡会」という。）と称する。

３　構　成　

(1) 連絡会の構成員は，「学校における複合アクセス網活用型インターネットに関する研究開発」及び「先進的教育ネットワークモデル地域事業」による物品・役務の調達に係る受注者その他の関係者とし，別紙のとおりとする。

(2) 連絡会には，幹事若干名を置く。

(3) 幹事は，構成員の互選により定める。

(4) 幹事の互選により，代表幹事1名を定める。

(5) 代表幹事は，連絡会を代表して会務を総括する。

(6) 幹事は，代表幹事を補佐し,代表幹事に事故あるときはその職務を代理する。

(7) 連絡会の下に30の地域ごとに地域連絡会を設置する。

(8) 地域連絡会は，関連する連絡会構成員，関連の教育委員会等及び必要に応じ各学校内の関連機材の納入者その他の関係者から構成される。

(9) 各地域連絡会には，幹事1名を置き，当該地域の地域ネットワークセンターの受注者をもって充てるものとする。/設備/回線,etc

(10) 連絡会の下に必要に応じて部会を設置することができる。

(11) 連絡会には，必要に応じ構成員以外の者の参加を求めることができる。

(12) その他，連絡会の運営方法は，幹事会が定めるところによる.。

４　開催期間　
　平成11年6月から平成14年3月までとする。

別紙

連絡会構成員（暫定）

（五十音順）

構成員　宇宙通信株式会社

　〃　　株式会社NTT-ME

　〃　　NTTサテライトコミュニケーションズ株式会社

　〃　　株式会社NTTデータ

　〃　　OMPサービス株式会社

　〃　　沖電気工業株式会社

　〃　　KDD株式会社

　〃　　住友電設株式会社

　〃　　日本電信電話株式会社

　〃　　日本ヒューレット・パッカード株式会社

　〃　　日本電気株式会社

　〃　　ネットワーク・サポート・サービス株式会社

　〃　　株式会社パワーネッツ

　〃　　富士通株式会社

　〃　　株式会社富士通ビジネスシステム

世話役　通信・放送機構

　資料３　
ネットワーク運用体制について（案）

１　ネットワーク管理・故障対応
　各センター等の受注者がネットワークの状況の常時監視機能を提供することにより，故障等が発生した場合には故障個所を特定し，調達仕様書に基づき，当該設備，機器，回線等の受注者が2時間以内に対応する。

(1) 地域ネットワークセンターと各学校間（衛星通信の学校を含む）

　地域ネットワークセンター受注者が一元的に窓口となり担当


· 地域ネットワークセンターで故障個所の特定が困難な場合は，中央ネットワークセンターに連絡

　（２）地域ネットワークセンター及び衛星通信システムと中央ネットワークセンター間

　　中央ネットワークセンター受注者が担当
２　地域ネットワークセンターにおける運用支援
　　地域ネットワークセンター受注者及び衛星通信システム受注者によるヘルプﾃﾞｽｸ機能のほかに，通信・放送機構が以下を行うための現場責任者を各地域語とに常駐させる.この常駐は地域ネットワークセンター受注者との委託契約に基づくものとする。

（1） 各学校からの各種問い合わせへの対応

（2） 機器類の操作等に関する実地指導，講習会等の実施

（3） サーバ類の初期設定後の設定変更

（4） 障害発生時における各学校への障害速報

（5） その他学校では対応困難な技術面のサポート

３　学校でインターネットを利用するための初期設定
　以下につき，地域ネットワークセンター受注者及び衛星システムの受注者が対応する。（一部は，文部省予算によるソフトウェアの受注者が対応する）

（1） メールサーバのメールアドレスの初期設定

（2） 教育委員会が取得したドメイン名によるDNSサーバの初期設定

（3） その他，地域ネットワークセンターにおけるサーバ等の初期設定

　　また，学校内のLAN,PC,サーバ類の設定は原則として，当該機器の受注者の協力を得て地域ネットワークセンター受注者及び衛星システムの受注者が実施し，通信・放送機構による総合接続検査に備える.

　資料４　
「学校インターネット」プライベートIPアドレス割り当て


　　　　　　　　　　　　　

（割り当て方針）

· プライベートアドレスのうち最大ブロックである.，10.0.0.0/8を利用する。

· 30エリアを収容できる最大ブロックは，/13(8個のクラスB)であるが，これに中央ネットワークセンター及び衛星システムのネットワークを割り当てると，秋領域がほぼ無くなる.このため，各エリアへの割り当ては，/14（4個のクラスB）単位で割り当てを行う。

各エリアには，地域ネットワークセンター及びそのセンターに接続されるアクセス系ネットワーク，学校などが含まれる。ただし，衛星回線利用校の学校へのアドレスは衛星システムのアドレス空間より割り当てを行う。

· 中央ネットワークセンター及び，バックボーンネットワーク用に/14のネットワークを１つ割り当てる。

· 自治体のネットワークなどでクラスAのプライベートアドレスの利用状況を考慮し，比較的利用されていない，10.92.0.0以降を順に各エリアへ割り当てる.

· 中央ネットワークセンター及び衛星システムには，自治体等でまったく利用されていない空間を割り当てる.

· 自治体等のネットワークとの接続を考慮し，その地域ネットワークには自治体等で利用していないアドレス空間を割り当てる.

· この割り当ての範囲内で，地域ネットワークセンター受注者及び衛星システム受注者が各教育委員会との協議により，細部割り当てを決定する。結果は，当該地域内のアクセス回線受注者等関係者へも通知すること。
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取扱厳重注意：この情報は，ネットワーク全体のセキュリティ維持にかかわるもので，　真に必要のある者意外に開示しないこと。　　　　　　　　　　　　　　


　　　　　　　真に必要のある者意外に開示しないこと。　








